
　検討・調整を速やかに行う。

・トイレ内の暖房便座、温水機器の電源をオフにする。

・ノー残業デーを週１日から週２日に増やす。

・執務室の温度２８℃を徹底する。

・使用していないエリアは空調を停止する。

・既存の扇風機を活用し、節電効率の向上を図る。

・日射を遮るために、「緑のカーテン」を導入する。

・昼休みの照明器具の一部消灯。

【１】全庁的な節電対策

深谷市全職員節電大号令
～力を合わせ夏を乗り切ろう！！～

照明

ＯＡ
機器

・夏の軽装運動の期間延長の実施。（５／１６～１０／１４）

・コンセントをこまめに抜く。

・「全庁的な節電対策」は、方針に基づき、実施に向けて各部署とも速やかに取り組む。

・「個別に行う節電対策」についても、特定の施設で効果のある事例は他の施設においても、積極的に実施に向け

・項目以外にも、節電に効果的な取り組みがある場合は、市民サービスへの影響を十分勘案のうえ、実施すべき

・ふっかちゃん扇子を作成し、販売する。

その他 ・夏場、涼しい時間帯で会議を実施する。（エアコンを極力使わないようにする）

・夏場の研修を抑制する。（または時期を変更）

・広報・掲示等により家庭での節電を啓発する。

・ノー残業デー（毎週水曜日）時の一斉消灯（午後６時１５分）。

・長時間席を離れるときは、ＯＡ機器の電源を切る。

・職員が使用するノートパソコンのスタンバイモードを強制的に自動設定する。

・職員互助会によるふっかちゃんポロシャツの作成と配布（節電啓発を促すものを作成）

・木曜日の窓口延長の見直し。

・執務エリアの照明を半分程度間引きする。（照度により、日中に全消灯も実施）

・使用していないエリア（会議室、廊下等）は消灯を徹底する。

空調

　項目は積極的に実施していく。

本市の特徴

本庁舎や第２庁舎などの各庁舎をはじめ、市内各幼稚園、小学校、中
学校などにおいて、植物による「緑のカーテン」を実施します。

２



保育園

各公民館

水道施設

旧焼却場管理室 ・櫛引水源からの水を利用し、屋根に散水して温度を下げる

・施設内空調機器停止及び節水呼び掛けによる配水量削減【幡羅町ほか５浄水場、新仙元山・花園第一配水場】

・配水ポンプ台数制限【花園第一配水場】

消防署

・乳児のミルク用ポットの使用（沸騰）開始時間を見直す

・自動ドアを手動に切り替える（施設の構造により）

・プールの使用を増やし、エアコンの使用を減らす

・保育・食事・午睡の集中（混合）を検討する。

・体育室がある館については、照明器具を間引く

・高区ろ過ポンプ運転台数制限【幡羅町・皿沼浄水場】

・階段と併設されたエスカレータの休止

老人福祉センター及び
もくせい館

松寿園

・臨時休館

・電気ポットの使用中止

・送水時間管理【幡羅町浄水場_新仙元山配水場】

・昼食・おやつのメニューの工夫により、電気器具の使用を減らす

・勤務時間外でのテレビ視聴時間の短縮

・プールの水などでの打ち水

深谷駅

・よしず・すだれを使用する。

・8号取水ポンプ仮設発電機設置又はピーク時取水停止【幡羅町浄水場】

・26号水源取水ポンプ停止【前川原浄水場】

・配水圧力変更【新仙元山配水場、岡部・普済寺浄水場、川本浄水場】

・ろ過ポンプ停止【川本浄水場】

【２】個別に行う節電対策

・サーバーの時間外の停止

・各部屋のエアコン・テレビは午前１０時から１２時まで、午後１時から３時まで使用を控える

市民文化会館 ・空調設備をなるべく動かさず、外気でホール内の温度の調整

・電気を使用するオルガンの使用を減らし、ピアノの使用を増やす

２


